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奈良市報告第６４号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　令和４年度奈良市一般会計補正予算（第５号）

－1－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　令和４年１０月１４日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

１　令和４年度奈良市一般会計補正予算（第５号）
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令和４年度奈良市一般会計
補正予算（第５号）

　令和４年度奈良市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，７１４，１００千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５５，３３０，６８４千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

－3－



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

16．国 庫 支 出 金 33,277,169 2,694,100 35,971,269

２．国 庫 補 助 金 4,622,200 2,694,100 7,316,300

19．寄 附 金 721,750 20,000 741,750

１．寄 附 金 721,750 20,000 741,750

歳　　　入　　　合　　　計 152,616,584 2,714,100 155,330,684

千円 千円 千円

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

２．総 務 費 20,087,824 20,000 20,107,824

２．企 画 費 5,828,953 20,000 5,848,953

３．民 生 費 67,519,137 2,694,100 70,213,237

１．社 会 福 祉 費 30,724,469 2,694,100 33,418,569

歳　　　出　　　合　　　計 152,616,584 2,714,100 155,330,684

千円 千円 千円

－4－
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奈良市報告第６５号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　令和４年度奈良市一般会計補正予算（第６号）

－11－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　令和４年１１月４日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

１　令和４年度奈良市一般会計補正予算（第６号）

－12－



令和４年度奈良市一般会計
補正予算（第６号）

　令和４年度奈良市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６９４，６００千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５６，０２５，２８４千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

－13－



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

16．国 庫 支 出 金 35,971,269 988,080 36,959,349

２．国 庫 補 助 金 7,316,300 98,000 7,414,300

４．国 庫 交 付 金 6,962,301 890,080 7,852,381

22．諸 収 入 2,966,004 △ 293,480 2,672,524

４．雑 入 2,118,215 △ 293,480 1,824,735

歳　　　入　　　合　　　計 155,330,684 694,600 156,025,284

千円 千円 千円

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

２．総 務 費 20,107,824 98,000 20,205,824

４．戸 籍 住 民�
基 本 台 帳 費 853,263 98,000 951,263

４．衛 生 費 15,506,416 590,000 16,096,416

４．上 水 道 費 148,671 590,000 738,671

11．教 育 費 12,615,846 6,600 12,622,446

７．保 健 体 育 費 2,622,677 6,600 2,629,277

歳　　　出　　　合　　　計 155,330,684 694,600 156,025,284

千円 千円 千円

－14－
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奈良市報告第６６号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　市営住宅等明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　令和４年１０月２４日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

１　市営住宅等明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について
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市営住宅等明渡し及び滞納家賃等の支払請求に
　　　　  関する訴えの提起について

　本市は、市営住宅等の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるため、次のとおり裁判所

に訴えを提起する。

１　訴えを提起する相手方の住所及び氏名

　　別表のとおり

２　訴えの要旨

　　別表に記載する者を相手方として、次の判決及び仮執行の宣言を求める。

　⑴�　市営住宅等を明渡し、かつ原状に復し、奈良市営住宅条例第３８条第４項（奈良市

改良住宅条例第５条で準用する場合を含む）の規定により徴収する金銭を支払え。

　⑵　滞納家賃等及びこれに対する遅延損害金を支払え。

　⑶　訴訟費用は被告の負担とする。

３　訴訟遂行の方針

　⑴　弁護士を訴訟代理人と定める。

　⑵　判決の結果、必要がある場合は上訴する。

　⑶�　本市は、上記の訴訟において必要があるときは、適当と認める条件で当事者と和解

することができる。
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別　表

番号 住　　　所 氏　名 住宅名及び住宅番号 請求の原因

１ 不法占有

２ 家賃滞納

－26－



奈良市報告第６７号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和４年１０月１４日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和４年３月１１日午後２時頃、奈良市米谷町地内において発生した、本市の公用車が

架設されている相手方所有の通信線を損傷させた事故について、和解により次のとおり損

害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　２６８，５７９円
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奈良市報告第６８号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和４年１０月１４日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和４年４月２６日午後９時頃、奈良市佐保台一丁目地内において発生した、市道上の

倒竹により、走行していた相手方の普通自動車の車体が損傷した事故について、和解によ

り次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１９９，５００円
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奈良市報告第６９号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和４年１０月１４日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和４年６月２８日午後２時頃、奈良市平松一丁目地内において発生した、市道を歩い

ていた相手方が側溝のコンクリート蓋の損壊により転倒し、負傷した事故について、和解

により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　５，７４０円
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奈良市報告第７０号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和４年１０月２４日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和４年８月３日午後４時頃、奈良市役所立体駐車場において発生した、本市の公用車

が駐車していた相手方のトラックに接触した事故について、和解により次のとおり損害賠

償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　６，７１０円
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奈良市報告第７１号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和４年１１月４日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和４年９月２３日午前１０時３５分頃、奈良市環境清美工場内において、大型ごみを

搬入していた相手方が落ちていたプラスチック片を踏み、負傷した事故について、和解に

より次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　２，９３０円
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奈良市議案第９６号

令和４年度奈良市一般会計
補正予算（第７号）　　　

　令和４年度奈良市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，２８４，７８５千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５８，３１０，０６９千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第�２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

　（地方債の補正）

第�３条　地方債の変更は、「第３表　地方債補正」による。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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款 項 補正前の額 補　正　額 計

12．地 方 交 付 税 18,137,798 291,643 18,429,441

１．地 方 交 付 税 18,137,798 291,643 18,429,441

15．使 用 料 及 び�
手 数 料 2,578,888 66,120 2,645,008

１．使 用 料 1,786,491 76,145 1,862,636

２．手 数 料 792,397 △ 10,025 782,372

16．国 庫 支 出 金 36,959,349 1,153,278 38,112,627

１．国 庫 負 担 金 21,546,044 28,192 21,574,236

２．国 庫 補 助 金 7,414,300 1,679 7,415,979

４．国 庫 交 付 金 7,852,381 1,123,407 8,975,788

17．県 支 出 金 10,271,705 59,286 10,330,991

２．県 補 助 金 2,182,033 10,944 2,192,977

４．県 交 付 金 1,553,703 48,342 1,602,045

22．諸 収 入 2,672,524 658 2,673,182

４．雑 入 1,824,735 658 1,825,393

23．市 債 11,730,500 713,800 12,444,300

１．市 債 11,730,500 713,800 12,444,300

歳　　　入　　　合　　　計 156,025,284 2,284,785 158,310,069

千円 千円 千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

１．議 会 費 662,128 4,920 667,048

１．議 会 費 662,128 4,920 667,048

千円 千円 千円

第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出
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款 項 補正前の額 補　正　額 計

２．総 務 費 20,205,824 124,406 20,330,230

１．総 務 管 理 費 11,627,511 28,159 11,655,670

３．徴 税 費 1,374,892 74,809 1,449,701

４．戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費 951,263 32,137 983,400

５．選 挙 費 308,338 △ 7,187 301,151

６．統 計 調 査 費 30,216 74 30,290

７．監 査 委 員 費 64,651 △ 3,586 61,065

３．民 生 費 70,213,237 478,851 70,692,088

１．社 会 福 祉 費 33,418,569 △ 19,954 33,398,615

２．児 童 福 祉 費 23,674,490 475,169 24,149,659

３．生 活 保 護 費 12,929,312 22,123 12,951,435

４．国民年金事務費 190,866 1,513 192,379

４．衛 生 費 16,096,416 219,607 16,316,023

１．保 健 衛 生 費 7,308,083 △ 898 7,307,185

２．保 健 所 費 2,231,143 105,970 2,337,113

３．清 掃 費 5,818,519 114,535 5,933,054

５．労 働 費 114,890 2,335 117,225

１．労 働 諸 費 114,890 2,335 117,225

６．農 林 水 産 業 費 742,388 3,573 745,961

１．農 林 費 742,388 3,573 745,961

７．商 工 費 1,518,395 △ 6,261 1,512,134

１．商 工 費 1,518,395 △ 6,261 1,512,134

千円 千円 千円
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款 項 補正前の額 補　正　額 計

８．観 光 費 1,162,410 24,431 1,186,841

１．観 光 費 1,162,410 24,431 1,186,841

９．土 木 費 9,935,439 60,138 9,995,577

１．土 木 管 理 費 136,601 △ 2,191 134,410

２．道 路 橋 梁 費 3,558,087 25,710 3,583,797

３．河 川 費 319,513 △ 2,050 317,463

４．都 市 計 画 費 4,005,830 17,214 4,023,044

６．住 宅 費 558,754 21,455 580,209

10．消 防 費 4,292,346 62,881 4,355,227

１．消 防 費 4,292,346 62,881 4,355,227

11．教 育 費 12,622,446 1,309,904 13,932,350

１．教 育 総 務 費 3,128,616 △ 91,230 3,037,386

２．小 学 校 費 2,342,260 943,417 3,285,677

３．中 学 校 費 1,435,627 443,320 1,878,947

４．高 等 学 校 費 940,414 △ 31,500 908,914

５．幼 稚 園 費 807,013 △ 4,100 802,913

６．社 会 教 育 費 1,339,239 30,997 1,370,236

７．保 健 体 育 費 2,629,277 19,000 2,648,277

歳　　　出　　　合　　　計 156,025,284 2,284,785 158,310,069

千円 千円 千円

事　　　　　　　　項 期　　　間 限　　　度　　　額

議 会 だ よ り 印 刷 経 費 令和４年度から�
令和５年度まで 5,200 

千円

第２表　債務負担行為補正

　１．追加分
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事　　　　　　　　項 期　　　間 限　　　度　　　額

職 員 貸 与 被 服 購 入 経 費 令和４年度から�
令和５年度まで 17,820 

し み ん だ よ り 印 刷 経 費 令和４年度から�
令和５年度まで 42,000 

期 日 前 投 票 所 運 営 業 務 委 託 令和４年度から�
令和５年度まで 9,000 

子 ど も セ ン タ ー 寝 具 賃 借 料 令和４年度から�
令和５年度まで 2,500 

子 ど も セ ン タ ー 夜 間 休 日�
電 話 対 応 業 務 委 託

令和４年度から�
令和５年度まで 5,000 

児 童 虐 待 防 止 Ｓ Ｎ Ｓ
相 談 業 務 委 託

令和４年度から�
令和５年度まで 9,200 

が ん 検 診 等 カ ル テ 印 刷 経 費 令和４年度から�
令和５年度まで 1,800 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症�
夜 間 電 話 相 談 等 業 務 委 託

令和４年度から�
令和５年度まで 33,800 

新型コロナウイルス感染症情報把握・�
管理支援システムデータ入力等業務委託

令和４年度から�
令和５年度まで 96,000 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症�
発 生 動 向 調 査 等 業 務 委 託

令和４年度から�
令和５年度まで 134,000 

新型コロナウイルス感染症陽性者�
登 録 セ ン タ ー 運 営 等 業 務 委 託

令和４年度から�
令和５年度まで 37,400 

オ ン ラ イ ン こ こ ろ の ケ ア�
相 談 業 務 委 託

令和４年度から�
令和５年度まで 4,700 

道 路 橋 梁 維 持 補 修 経 費 令和４年度から�
令和５年度まで 80,000 

河 川 浚 渫 経 費 令和４年度から�
令和５年度まで 3,000 

公 園 樹 木 剪 定 業 務 委 託 令和４年度から�
令和５年度まで 2,000 

西 部 図 書 館 空 調 設 備 賃 借 料 令和４年度から�
令和５年度まで 6,237 

学 校 給 食 備 品 等 購 入 経 費 令和４年度から�
令和５年度まで 66,000 

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
古市児童館ほか３施設の管理に要する経費

令和５年度から�
令和７年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
東里老人憩の家の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
鳥見老人憩の家の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
登美ケ丘老人憩の家の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
横井老人憩の家の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
杏中老人憩の家の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

千円
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事　　　　　　　　項 期　　　間 限　　　度　　　額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
杏南老人憩の家の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
八条老人憩の家の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
東之阪老人憩の家の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
田原老人憩の家の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
狭川老人憩の家の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
古市老人憩の家の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
大柳生老人憩の家の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
梅園老人憩の家の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
石打老人憩の家の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
桃香野老人憩の家の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
尾山老人憩の家の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
田原老人軽作業場の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
ボランティアセンターの管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
転害門前観光駐車場の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 奈 良 市�
月ヶ瀬梅の資料館ほか３施設の管理に要する経費

令和５年度から�
令和７年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る�
な ら 工 藝 館 の 管 理 に 要 す る 経 費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額

指 定 管 理 者 に よ る 上 深 川�
歴史民俗資料館の管理に要する経費

令和５年度から�
令和９年度まで

協定に基づき決定した指定期�
間中における管理に要する額
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第３表　地方債補正

　１．変更分

起　債　の　目　的
限　　　　　度　　　　　額

補　　正　　前 補　　正　　後

庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 1,024,000 1,028,300

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 1,820,700 2,513,200

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 100,700 117,700

計 11,730,500 12,444,300

千円 千円
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奈良市議案第９７号

令和４年度奈良市国民健康保険
特別会計補正予算（第２号）　

　令和４年度奈良市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５９，３５９千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３６，７９６，３２９千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

５．繰 入 金 2,511,487 38,275 2,549,762

２．基 金 繰 入 金 ― 38,275 38,275

６．繰 越 金 36,970 21,084 58,054

１．繰 越 金 36,970 21,084 58,054

歳　　　入　　　合　　　計 36,736,970 59,359 36,796,329

千円 千円 千円

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

７．諸 支 出 金 76,833 59,359 136,192

１．還 付 及 び�
還 付 加 算 金 76,333 59,359 135,692

歳　　　出　　　合　　　計 36,736,970 59,359 36,796,329

千円 千円 千円
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奈良市議案第９８号

令和４年度奈良市土地区画整理事業
特別会計補正予算（第１号）　　　

　令和４年度奈良市の土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。

　（歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額を補正することなく、歳出予算の款・項のみを補正する。

２�　歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金

額は、「第１表　歳出予算補正」による。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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第１表　歳出予算補正

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

１．西 大 寺 駅 南�
地 区 土 地 区 画�
整 理 事 業 費

251,760 △ 2,303 249,457

１．西 大 寺 駅 南�
地区土地区画�
整 理 事 業 費

251,760 △ 2,303 249,457

２．Ｊ Ｒ 奈 良 駅 南�
地 区 土 地 区 画�
整 理 事 業 費

284,090 2,303 286,393

１．ＪＲ奈良駅南�
地区土地区画�
整 理 事 業 費

284,090 2,303 286,393

歳　　　出　　　合　　　計 1,074,000 ― 1,074,000

千円 千円 千円
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款

国
庫

支
出

金
第

４
項

国
庫

交
付

金

1
総

務
費

国
庫

交
付

金
3
,
6
1
4
,
0
5
0

3
5
1
,
3
0
7

3
,
9
6
5
,
3
5
7

一
般

管
理

費
国

3
5
1
,
3
0
7

1
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

応
地

方
創

生
臨

時
交

付
金

庫
交

付
金

2
民

生
費

国
庫

交
付

金
3
,
5
1
0
,
9
5
5

9
4
,
7
9
0

3
,
6
0
5
,
7
4
5

児
童

措
置

費
交

9
4
,
7
9
0

5
施

設
型

給
付

費
交

付
金

付
金

7
教

育
費

国
庫

交
付

金
2
3
9
,
6
3
7

6
7
7
,
3
1
0

9
1
6
,
9
4
7

小
学

校
施

設
整

4
6
3
,
4
2
3

1
小

学
校

太
陽

光
発

電
等

導
入

事
業

交
付

金
備

事
業

費
交

付
金 中

学
校

施
設

整
2
1
3
,
8
8
7

2
中

学
校

太
陽

光
発

電
等

導
入

事
業

交
付

金
備

事
業

費
交

付
金

計
7
,
8
5
2
,
3
8
1

1
,
1
2
3
,
4
0
7

8
,
9
7
5
,
7
8
8

第
1
6
款

国
庫

支
出

金
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説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　

　
分

金
　

　
額

節
（

単
位

：
千

円
）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

第
１

７
款

県
支

出
金

第
２

項
県

補
助

金

2
民

生
費

県
補

助
金

1
,
9
0
7
,
5
2
8

1
0
,
9
4
4

1
,
9
1
8
,
4
7
2

児
童

福
祉

総
務

5
1
9

4
子

育
て

短
期

支
援

事
業

費
補

助
金

費
補

助
金

児
童

措
置

費
補

1
0
,
4
2
5

5
施

設
型

給
付

費
補

助
金

助
金

計
2
,
1
8
2
,
0
3
3

1
0
,
9
4
4

2
,
1
9
2
,
9
7
7

第
1
7
款

県
支

出
金

－56－



説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　

　
分

金
　

　
額

節
（

単
位

：
千

円
）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

第
１

７
款

県
支

出
金

第
４

項
県

交
付

金

2
民

生
費

県
交

付
金

1
,
3
0
6
,
5
6
5

2
9
,
7
2
6

1
,
3
3
6
,
2
9
1

児
童

措
置

費
交

2
9
,
7
2
6

2
施

設
型

給
付

費
交

付
金

付
金

3
衛

生
費

県
交

付
金

4
1
,
3
5
0

1
8
,
6
1
6

5
9
,
9
6
6

保
健

予
防

費
交

1
8
,
6
1
6

3
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
緊

急
包

括
支

援
交

付
金

付
金

計
1
,
5
5
3
,
7
0
3

4
8
,
3
4
2

1
,
6
0
2
,
0
4
5

第
1
7
款

県
支

出
金
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説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　

　
分

金
　

　
額

節
（

単
位

：
千

円
）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

第
２

２
款

諸
収

入
第

４
項

雑
入

2
雑

入
1
,
8
2
4
,
5
6
4

6
5
8

1
,
8
2
5
,
2
2
2

衛
生

費
雑

入
6
5
8

4
そ

の
他

雑
入

計
1
,
8
2
4
,
7
3
5

6
5
8

1
,
8
2
5
,
3
9
3

第
2
2
款

諸
収

入

－58－



説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　

　
分

金
　

　
額

節
（

単
位

：
千

円
）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

第
２

３
款

市
債

第
１

項
市

債

1
総

務
債

1
,
4
7
4
,
8
0
0

4
,
3
0
0

1
,
4
7
9
,
1
0
0

庁
舎

等
施

設
整

4
,
3
0
0

1
庁

舎
等

施
設

整
備

事
業

債
備

事
業

債

9
教

育
債

2
,
1
7
9
,
4
0
0

7
0
9
,
5
0
0

2
,
8
8
8
,
9
0
0

義
務

教
育

施
設

6
9
2
,
5
0
0

2
小

学
校

施
設

整
備

事
業

債
4
7
3
,
8
0
0

整
備

事
業

債
中

学
校

施
設

整
備

事
業

債
2
1
8
,
7
0
0

社
会

教
育

施
設

1
7
,
0
0
0

4
生

涯
教

育
施

設
整

備
事

業
債

整
備

事
業

債

1
1
,
7
3
0
,
5
0
0

7
1
3
,
8
0
0

1
2
,
4
4
4
,
3
0
0

第
2
3
款

市
債計
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第
1
款

議
会

費

0
一

般
財

源
4
,
9
2
0

計
6
6
2
,
1
2
8

4
,
9
2
0

6
6
7
,
0
4
8

特
定

財
源

3
職

員
手

当
等

1
,
5
2
0

2
給

料
3
,
4
0
0

職
員

給
与

費
等

1
議

会
費

6
6
2
,
1
2
8

4
,
9
2
0

6
6
7
,
0
4
8

一
般

財
源

4
,
9
2
0

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

３
．

歳
 
出

第
１

款
議

会
費

第
１

項
議

会
費
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第
２

款
総

務
費

第
１

項
総

務
管

理
費

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額
財

　
源

　
内

　
訳

1
一

般
管

理
費

6
,
7
5
8
,
2
8
2

△
1
5
4
,
3
8
7

6
,
6
0
3
,
8
9
5

一
般

財
源

△
1
5
4
,
3
8
7

2
給

料
△

9
5
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

3
職

員
手

当
等

△
3
1
,
4
5
7

4
共

済
費

△
2
7
,
2
3
0

1
8

負
担

金
補

助
及

△
7
0
0

び
交

付
金

6
財

産
管

理
費

5
2
3
,
9
1
8

1
5
,
7
3
6

5
3
9
,
6
5
4

一
般

財
源

1
5
,
7
3
6

1
0

需
用

費
1
5
,
7
3
6

保
健

所
・

教
育

総
合

セ
ン

タ
ー

管
理

経
費

1
2
,
7
3
6

庁
舎

等
維

持
補

修
経

費
3
,
0
0
0

8
自

治
振

興
及

び
3
5
6
,
6
8
0

5
,
5
0
4

3
6
2
,
1
8
4

一
般

財
源

5
,
5
0
4

1
0

需
用

費
5
,
5
0
4

北
部

出
張

所
管

理
経

費
4
,
1
6
2

出
張

所
並

び
に

1
,
3
4
2

連
絡

所
費

1
2

情
報

管
理

費
8
9
3
,
1
4
7

1
5
0
,
0
0
0

1
,
0
4
3
,
1
4
7

特
定

財
源

1
5
0
,
0
0
0

1
7

備
品

購
入

費
1
5
0
,
0
0
0

情
報

化
推

進
事

業
経

費

　
（

内
訳

）
　

　
国

庫
支

出
金

1
5
0
,
0
0
0

1
7

男
女

共
同

参
画

1
7
,
9
4
5

4
,
1
3
3

2
2
,
0
7
8

一
般

財
源

4
,
1
3
3

1
0

需
用

費
1
,
9
4
3

男
女

共
同

参
画

施
策

事
務

経
費

1
,
9
0
0

施
策

推
進

費
男

女
共

同
参

画
セ

ン
タ

ー
運

営
管

理
経

費
1
1

役
務

費
1
,
4
3
0

2
,
2
3
3

1
2

委
託

料
1
3
0

1
7

備
品

購
入

費
6
3
0

第
2
款

総
務

費

都
祁

行
政

セ
ン

タ
ー

管
理

経
費
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第
2
款

総
務

費

一
般

財
源

△
1
2
6
,
1
4
1

計
1
1
,
6
2
7
,
5
1
1

2
8
,
1
5
9

1
1
,
6
5
5
,
6
7
0

特
定

財
源

1
5
4
,
3
0
0

一
般

財
源

2
,
8
7
3

1
4

工
事

請
負

費
4
,
3
0
0

　
　

市
債

4
,
3
0
0

4
共

済
費

7
3
0

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

整
備

事
業

　
（

内
訳

）
3

職
員

手
当

等
8
4
3

4
,
3
0
0

2
給

料
1
,
3
0
0

職
員

給
与

費
等

2
,
8
7
3

備
事

業
費

1
8

庁
舎

等
施

設
整

9
4
6
,
5
1
9

7
,
1
7
3

9
5
3
,
6
9
2

特
定

財
源

4
,
3
0
0

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

第
２

款
総

務
費

第
１

項
総

務
管

理
費
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第
2
款

総
務

費

一
般

財
源

7
5
,
0
3
0

計
1
,
3
7
4
,
8
9
2

7
4
,
8
0
9

1
,
4
4
9
,
7
0
1

特
定

財
源

△
2
2
1

償
還

金
利

子
及

4
0
,
0
0
0

自
主

納
税

促
進

経
費

び
割

引
料

2
賦

課
徴

収
費

6
1
0
,
1
8
7

4
0
,
0
0
0

6
5
0
,
1
8
7

一
般

財
源

4
0
,
0
0
0

2
2

一
般

財
源

3
5
,
0
3
0

　
　

使
用

料
及

び
手

数
料 △
3
6
9

1
4
8

4
共

済
費

1
3
,
0
0
0

　
（

内
訳

）
3

職
員

手
当

等
6
,
8
0
9

　
　

国
庫

支
出

金

2
給

料
1
5
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

1
税

務
総

務
費

7
6
4
,
7
0
5

3
4
,
8
0
9

7
9
9
,
5
1
4

特
定

財
源

△
2
2
1

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

第
２

款
総

務
費

第
３

項
徴

税
費
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第
2
款

総
務

費

一
般

財
源

3
8
,
0
6
5

計
9
5
1
,
2
6
3

3
2
,
1
3
7

9
8
3
,
4
0
0

特
定

財
源

△
5
,
9
2
8

一
般

財
源

3
8
,
0
6
5

　
　

使
用

料
及

び
手

数
料

△
9
,
6
5
6

1
1

役
務

費
2
,
3
5
0

　
　

国
庫

支
出

金
3
,
7
2
8

4
共

済
費

6
,
5
0
0

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

事
務

経
費

2
,
3
5
0

　
（

内
訳

）
3

職
員

手
当

等
3
,
2
8
7

2
給

料
2
0
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

2
9
,
7
8
7

台
帳

費
1

戸
籍

住
民

基
本

9
5
1
,
2
6
3

3
2
,
1
3
7

9
8
3
,
4
0
0

特
定

財
源

△
5
,
9
2
8

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

第
２

款
総

務
費

第
４

項
戸

籍
住

民
基

本
台

帳
費
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第
2
款

総
務

費

一
般

財
源

△
7
,
1
8
7

計
3
0
8
,
3
3
8

△
7
,
1
8
7

3
0
1
,
1
5
1

特
定

財
源

0

4
共

済
費

△
1
,
0
0
0

3
職

員
手

当
等

△
2
,
1
8
7

2
給

料
△

4
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

会
費

1
選

挙
管

理
委

員
6
8
,
3
3
8

△
7
,
1
8
7

6
1
,
1
5
1

一
般

財
源

△
7
,
1
8
7

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

第
２

款
総

務
費

第
５

項
選

挙
費
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第
2
款

総
務

費

一
般

財
源

7
4

計
3
0
,
2
1
6

7
4

3
0
,
2
9
0

特
定

財
源

0

3
職

員
手

当
等

4
7
4

2
給

料
△

4
0
0

職
員

給
与

費
等

費
1

統
計

調
査

総
務

1
5
,
4
2
1

7
4

1
5
,
4
9
5

一
般

財
源

7
4

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

第
２

款
総

務
費

第
６

項
統

計
調

査
費
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第
2
款

総
務

費

一
般

財
源

△
3
,
5
8
6

計
6
4
,
6
5
1

△
3
,
5
8
6

6
1
,
0
6
5

特
定

財
源

0

4
共

済
費

△
5
0
0

3
職

員
手

当
等

9
1
4

2
給

料
△

4
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

1
監

査
委

員
費

6
4
,
6
5
1

△
3
,
5
8
6

6
1
,
0
6
5

一
般

財
源

△
3
,
5
8
6

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
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セ
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,
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6
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5
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給
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3
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,
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7
,
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5
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,
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一
般
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源
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8
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,
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1
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0
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6
1
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9
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,
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,
7
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こ
ど

も
園

運
営

管
理

経
費

1
7
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9
6
1
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3
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8
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1
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1
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4
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0
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9
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源
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3
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0
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0
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計
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5

特
定

財
源

1
,
2
4
0

び
交

付
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源
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財
源

2
8
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入
6
5
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訳
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費
9
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タ
ー
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△
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職
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与
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等
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1
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健
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務
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0
6
7
,
1
2
0

△
7
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,
4
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0
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9
2
,
6
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財
源

△
7
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4
4
0
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1
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費
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3

計
7
4
2
,
3
8
8

3
,
5
7
3

7
4
5
,
9
6
1

特
定

財
源

0

4
共

済
費

△
1
,
0
0
0

3
職

員
手

当
等

△
1
,
2
2
1

△
3
,
1
2
1

2
給

料
△

9
0
0

職
員

給
与

費
等

事
業

費
4

土
地

基
盤

整
備

1
5
6
,
7
3
5

△
3
,
1
2
1

1
5
3
,
6
1
4

一
般

財
源

4
共

済
費

2
,
7
0
0

3
職

員
手

当
等

5
,
3
8
0

1
4
,
5
8
0

2
給

料
6
,
5
0
0

職
員

給
与

費
等

2
農

業
総

務
費

6
0
,
5
1
8

1
4
,
5
8
0

7
5
,
0
9
8

一
般

財
源

4
共

済
費

6
0
0

3
職

員
手

当
等

△
1
,
9
8
6

2
給

料
△

6
,
5
0
0

職
員

給
与

費
等

1
農

業
委

員
会

費
8
6
,
8
3
4

△
7
,
8
8
6

7
8
,
9
4
8

一
般

財
源

△
7
,
8
8
6

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

第
６

款
農

林
水

産
業

費
第

１
項

農
林

費

－78－



第
7
款

商
工

費

0
一

般
財

源
△

6
,
2
6
1

計
1
,
5
1
8
,
3
9
5

△
6
,
2
6
1

1
,
5
1
2
,
1
3
4

特
定

財
源

3
職

員
手

当
等

△
2
,
2
6
1

2
給

料
△

4
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

1
商

工
総

務
費

1
2
1
,
0
4
0

△
6
,
2
6
1

1
1
4
,
7
7
9

一
般

財
源

△
6
,
2
6
1

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

第
７

款
商

工
費

第
１

項
商

工
費

－79－



第
8
款

観
光

費

一
般

財
源

2
4
,
4
3
1

計
1
,
1
6
2
,
4
1
0

2
4
,
4
3
1

1
,
1
8
6
,
8
4
1

特
定

財
源

0

委
託

料
2
3
,
0
0
0

針
テ

ラ
ス

運
営

管
理

経
費

2
観

光
振

興
費

8
4
5
,
5
6
9

2
3
,
0
0
0

8
6
8
,
5
6
9

一
般

財
源

2
3
,
0
0
0

1
2

給
料

△
2
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

3
職

員
手

当
等

3
,
4
3
1

1
観

光
総

務
費

2
1
0
,
7
5
4

1
,
4
3
1

2
1
2
,
1
8
5

一
般

財
源

1
,
4
3
1

2

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額
財

　
源

　
内

　
訳

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

第
８

款
観

光
費

第
１

項
観

光
費

（
単

位
：

千
円

）

－80－



第
9
款

土
木

費

0
一

般
財

源
△

2
,
1
9
1

計
1
3
6
,
6
0
1

△
2
,
1
9
1

1
3
4
,
4
1
0

特
定

財
源

3
職

員
手

当
等

△
2
9
1

2
給

料
△

1
,
9
0
0

職
員

給
与

費
等

1
土

木
総

務
費

6
7
,
2
1
9

△
2
,
1
9
1

6
5
,
0
2
8

一
般

財
源

△
2
,
1
9
1

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

第
９

款
土

木
費

第
１

項
土

木
管

理
費

－81－



第
9
款

土
木

費

一
般

財
源

2
5
,
7
1
0

計
3
,
5
5
8
,
0
8
7

2
5
,
7
1
0

3
,
5
8
3
,
7
9
7

特
定

財
源

0

4
共

済
費

8
,
0
0
0

3
職

員
手

当
等

1
0
,
4
2
0

3
4
,
4
2
0

2
給

料
1
6
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

改
良

費
3

道
路

橋
梁

新
設

1
,
5
2
3
,
7
9
4

3
4
,
4
2
0

1
,
5
5
8
,
2
1
4

一
般

財
源

△
4
1
0

3
職

員
手

当
等

△
4
1
0

職
員

給
与

費
等

費
2

道
路

橋
梁

維
持

1
,
0
1
3
,
8
3
0

△
4
1
0

1
,
0
1
3
,
4
2
0

一
般

財
源

4
共

済
費

△
2
,
4
0
0

3
職

員
手

当
等

△
1
,
9
0
0

給
料

△
4
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

費
1

道
路

橋
梁

総
務

1
,
0
2
0
,
4
6
3

△
8
,
3
0
0

1
,
0
1
2
,
1
6
3

一
般

財
源

△
8
,
3
0
0

2

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額
財

　
源

　
内

　
訳

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

第
９

款
土

木
費

第
２

項
道

路
橋

梁
費

（
単

位
：

千
円

）

－82－



第
9
款

土
木

費

一
般

財
源

△
2
,
0
5
0

計
3
1
9
,
5
1
3

△
2
,
0
5
0

3
1
7
,
4
6
3

特
定

財
源

0

5
1
0

3
職

員
手

当
等

5
1
0

職
員

給
与

費
等

費
3

河
川

堤
防

改
修

1
7
8
,
5
7
6

5
1
0

1
7
9
,
0
8
6

一
般

財
源

4
共

済
費

△
5
0
0

3
職

員
手

当
等

△
1
,
0
6
0

2
給

料
△

1
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

1
河

川
総

務
費

2
0
,
9
3
7

△
2
,
5
6
0

1
8
,
3
7
7

一
般

財
源

△
2
,
5
6
0

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

第
９

款
土

木
費

第
３

項
河

川
費

－83－



第
9
款

土
木

費

一
般

財
源

1
7
,
2
1
4

計
4
,
0
0
5
,
8
3
0

1
7
,
2
1
4

4
,
0
2
3
,
0
4
4

特
定

財
源

0

需
用

費
4
,
1
8
8

Ｊ
Ｒ

奈
良

駅
駐

車
場

管
理

経
費

1
1

駐
車

場
管

理
費

6
6
,
1
2
2

4
,
1
8
8

7
0
,
3
1
0

一
般

財
源

4
,
1
8
8

1
0

給
料

△
1
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

3
職

員
手

当
等

4
,
7
8
5

1
0

公
園

事
業

費
5
6
3
,
9
9
7

3
,
7
8
5

5
6
7
,
7
8
2

一
般

財
源

3
,
7
8
5

24
共

済
費

△
3
,
0
0
0

給
料

△
6
,
5
7
9

職
員

給
与

費
等

3
職

員
手

当
等

△
4
,
9
0
0

4
街

路
事

業
費

8
3
2
,
8
7
1

△
1
4
,
4
7
9

8
1
8
,
3
9
2

一
般

財
源

△
1
4
,
4
7
9

24
共

済
費

4
,
0
5
0

3
職

員
手

当
等

5
,
7
7
0

2
給

料
1
3
,
9
0
0

職
員

給
与

費
等

費
1

都
市

計
画

総
務

6
2
6
,
4
8
3

2
3
,
7
2
0

6
5
0
,
2
0
3

一
般

財
源

2
3
,
7
2
0

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

第
９

款
土

木
費

第
４

項
都

市
計

画
費
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第
9
款

土
木

費

一
般

財
源

2
1
,
4
5
5

計
5
5
8
,
7
5
4

2
1
,
4
5
5

5
8
0
,
2
0
9

特
定

財
源

0

4
共

済
費

△
5
5
0

3
職

員
手

当
等

△
4
5
9

△
2
,
0
0
9

2
給

料
△

1
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

事
業

費
2

公
営

住
宅

整
備

1
6
2
,
4
9
2

△
2
,
0
0
9

1
6
0
,
4
8
3

一
般

財
源

4
共

済
費

7
,
0
0
0

3
職

員
手

当
等

6
,
3
8
5

2
給

料
1
0
,
0
7
9

職
員

給
与

費
等

1
住

宅
管

理
費

3
9
6
,
2
6
2

2
3
,
4
6
4

4
1
9
,
7
2
6

一
般

財
源

2
3
,
4
6
4

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

第
９

款
土

木
費

第
６

項
住

宅
費

－85－



第
1
0
款

消
防

費

一
般

財
源

4
,
8
8
1

計
4
,
2
9
2
,
3
4
6

6
2
,
8
8
1

4
,
3
5
5
,
2
2
7

特
定

財
源

5
8
,
0
0
0

3
職

員
手

当
等

5
6
1

職
員

給
与

費
等

5
消

防
施

設
費

4
1
8
,
4
7
1

5
6
1

4
1
9
,
0
3
2

一
般

財
源

5
6
1

一
般

財
源

4
,
3
2
0

　
　

国
庫

支
出

金
5
8
,
0
0
0

1
7

備
品

購
入

費
5
8
,
0
0
0

　
（

内
訳

）
1
0

需
用

費
4
,
8
8
1

消
防

活
動

経
費

5
8
,
0
0
0

3
職

員
手

当
等

△
5
6
1

職
員

給
与

費
等

△
5
6
1

消
防

庁
舎

管
理

経
費

4
,
8
8
1

1
常

備
消

防
費

3
,
7
1
8
,
6
5
0

6
2
,
3
2
0

3
,
7
8
0
,
9
7
0

特
定

財
源

5
8
,
0
0
0

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

第
１

０
款

消
防

費
第

１
項

消
防

費

－86－



第
1
1
款

教
育

費

一
般

財
源

△
9
1
,
2
3
0

計
3
,
1
2
8
,
6
1
6

△
9
1
,
2
3
0

3
,
0
3
7
,
3
8
6

特
定

財
源

0

4
共

済
費

△
7
,
5
0
0

給
料

△
1
9
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

3
職

員
手

当
等

△
1
0
,
6
9
6

2
教

育
振

興
費

1
,
3
2
0
,
0
7
0

△
3
7
,
1
9
6

1
,
2
8
2
,
8
7
4

一
般

財
源

△
3
7
,
1
9
6

21
8

負
担

金
補

助
及

5
0
0

び
交

付
金

4
共

済
費

△
2
2
,
6
0
4

3
職

員
手

当
等

△
1
1
,
9
3
0

2
給

料
△

2
0
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

1
教

育
委

員
会

費
1
,
4
6
7
,
8
5
3

△
5
4
,
0
3
4

1
,
4
1
3
,
8
1
9

一
般

財
源

△
5
4
,
0
3
4

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

第
１

１
款

教
育

費
第

１
項

教
育

総
務

費
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第
1
1
款

教
育

費

一
般

財
源

△
7
,
5
2
3

計
2
,
3
4
2
,
2
6
0

9
4
3
,
4
1
7

3
,
2
8
5
,
6
7
7

特
定

財
源

9
5
0
,
9
4
0

一
般

財
源

7
7

　
　

市
債

4
7
3
,
8
0
0

4
6
3
,
4
2
3

　
（

内
訳

）
1
4

工
事

請
負

費
9
1
7
,
8
0
0

　
　

国
庫

支
出

金

委
託

料
1
9
,
5
0
0

小
学

校
施

設
整

備
事

業
備

事
業

費
4

小
学

校
施

設
整

1
,
1
8
5
,
3
1
8

9
3
7
,
3
0
0

2
,
1
2
2
,
6
1
8

特
定

財
源

9
3
7
,
2
2
3

1
2

3
,
3
5
0

1
3
,
7
1
7

　
（

内
訳

）
小

学
校

特
別

支
援

教
育

就
学

奨
励

経
費

　
　

国
庫

支
出

金

1
0
,
3
6
7

1
3
,
7
1
7

1
9

扶
助

費
1
3
,
7
1
7

要
・

準
要

保
護

児
童

就
学

援
助

経
費

興
費

2
小

学
校

教
育

振
6
5
,
9
8
6

1
3
,
7
1
7

7
9
,
7
0
3

特
定

財
源

4
共

済
費

△
2
,
5
0
0

3
職

員
手

当
等

△
1
0
0

2
給

料
△

5
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

1
小

学
校

管
理

費
8
4
9
,
8
3
0

△
7
,
6
0
0

8
4
2
,
2
3
0

一
般

財
源

△
7
,
6
0
0

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

第
１

１
款

教
育

費
第

２
項

小
学

校
費
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第
1
1
款

教
育

費

一
般

財
源

1
1
3

計
1
,
4
3
5
,
6
2
7

4
4
3
,
3
2
0

1
,
8
7
8
,
9
4
7

特
定

財
源

4
4
3
,
2
0
7

一
般

財
源

1
3

　
　

市
債

2
1
8
,
7
0
0

2
1
3
,
8
8
7

　
（

内
訳

）
1
4

工
事

請
負

費
4
2
3
,
6
0
0

　
　

国
庫

支
出

金

委
託

料
9
,
0
0
0

中
学

校
施

設
整

備
事

業
備

事
業

費
4

中
学

校
施

設
整

7
5
9
,
2
0
6

4
3
2
,
6
0
0

1
,
1
9
1
,
8
0
6

特
定

財
源

4
3
2
,
5
8
7

1
2

9
5
0

1
0
,
6
2
0

　
（

内
訳

）
中

学
校

特
別

支
援

教
育

就
学

奨
励

経
費

　
　

国
庫

支
出

金

9
,
6
7
0

1
0
,
6
2
0

1
9

扶
助

費
1
0
,
6
2
0

要
・

準
要

保
護

生
徒

就
学

援
助

経
費

興
費

2
中

学
校

教
育

振
1
0
4
,
5
0
8

1
0
,
6
2
0

1
1
5
,
1
2
8

特
定

財
源

3
職

員
手

当
等

1
0
0

職
員

給
与

費
等

1
中

学
校

管
理

費
4
4
7
,
5
9
6

1
0
0

4
4
7
,
6
9
6

一
般

財
源

1
0
0

財
　

源
　

内
　

訳

（
単

位
：

千
円

）

目
補

正
前
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額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
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節

説
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区
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額

第
１

１
款

教
育

費
第

３
項
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学

校
費
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般

財
源

△
3
1
,
5
0
0

計
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4
0
,
4
1
4

△
3
1
,
5
0
0

9
0
8
,
9
1
4

特
定

財
源

0

び
交

付
金

1
8

負
担

金
補

助
及

2
0
0

4
共

済
費

△
1
8
,
5
0
0

3
職

員
手

当
等

△
2
,
2
0
0

2
給

料
△

1
1
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

校
費

1
全

日
制

高
等

学
9
3
5
,
0
5
5

△
3
1
,
5
0
0

9
0
3
,
5
5
5

一
般

財
源

△
3
1
,
5
0
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財
　

源
　

内
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単

位
：

千
円

）

目
補

正
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の
額

補
正
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計

補
　

正
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の
節

説
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区
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金
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１

１
款

教
育

費
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４
項

高
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校

費
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財
源

△
4
,
1
0
0

計
8
0
7
,
0
1
3

△
4
,
1
0
0

8
0
2
,
9
1
3

特
定

財
源

0

4
共

済
費

4
,
0
0
0

3
職

員
手

当
等

△
2
,
6
0
0

2
給

料
△

5
,
5
0
0

職
員

給
与

費
等

1
幼

稚
園

費
8
0
7
,
0
1
3

△
4
,
1
0
0

8
0
2
,
9
1
3

一
般

財
源

△
4
,
1
0
0

財
　

源
　

内
　

訳
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単

位
：

千
円

）

目
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の
額

補
正

額
計
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款

教
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財
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,
9
9
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計
1
,
3
3
9
,
2
3
9
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0
,
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9
7
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,
3
7
0
,
2
3
6
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源

2
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,
0
0
0
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1
7
,
0
0
0

1
4
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請
負
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1
6
,
4
7
0

　
（

内
訳

）
1
1

役
務

費
4
7
0

整
備
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1
7
,
0
0
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0
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6
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0
0
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源
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0
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0
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,
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0
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6
2
9
,
2
7
7

1
9
,
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0

2
,
6
4
8
,
2
7
7
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定

財
源

1
7

備
品

購
入

費
1
6
,
0
0
0
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0
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用

費
3
,
0
0
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学
校

給
食

事
務

経
費

1
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給
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2
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4
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6
,
1
8
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0
0

2
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4
6
5
,
1
8
3
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,
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0
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円
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１
.会

計
年

度
任

用
職

員

（
1
）
総

 括
（
単

位
　

千
円

）

比
　

較

内
訳

補
正

前
1
6
,2

3
6

1
3
,7

7
6

1
,0

9
4

3
2
2
,0

8
6

職
員

手
当

の
補

正
後

1
6
,2

3
6

1
3
,7

7
6

1
,0

9
4

3
2
2
,0

8
6

区
　

分
通

勤
手

当
超

過
勤

務
手

当
特

殊
勤

務
手

当
期

末
手

当

4
,0

8
8
,9

8
6

比
　

較
〔
2
〕

2
7

2
7

2
7

補
正

前
　

2
0
1
〔
2
,4

1
8
〕

2
,7

0
1
,3

8
9

5
0
8
,7

2
5

3
5
3
,1

9
2

3
,5

6
3
,3

0
6

5
2
5
,6

8
0

　
〔
　

〕
内

は
、

会
計

年
度

任
用

の
職

を
占

め
る

職
員

で
あ

つ
て

、
そ

の
一

週
間

当
た

り
の

通
常

の
勤

務
時

間
が

常
時

勤
務

を
要

す
る

職
を

占
め

る
職

員
の

一
週

間
当

た
り

の
通

常
の

勤
務

時
間

に
比

し
短

い
職

員
の

外
数

計

補
正

後
　

2
0
1
〔
2
,4

2
0
〕

2
,7

0
1
,4

1
6

5
0
8
,7

2
5

3
5
3
,1

9
2

3
,5

6
3
,3

3
3

４
．

　
給

　
与

　
費

　
明

　
細

　
書

区
　

分
職

員
数

（
人

）

給
　

　
　

　
　

　
　

　
与

　
　

　
　

　
　

　
　

費

共
 済

 費
合

　
　

計
備

　
　

考
報

　
酬

給
　

　
料

職
 員

 手
 当

5
2
5
,6

8
0

4
,0

8
9
,0

1
3
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（
2
）
報

酬
、

給
料

及
び

職
員

手
当

の
増

減
額

の
明

細
（
単

位
　

千
円

）

報
酬

2
7

給
与

改
定

に
伴

う
増

減
分

そ
の

他
の

増
減

分
2
7

区
  

  
分

増
  

減
  

額
増

  
減

  
事

  
由

  
別

  
内

  
訳

説
　

  
　

明
備

　
  

　
考
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か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

新
型

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
感

染
症

夜
間

電
話

相
談

等
業

務
委

託

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

が
ん

検
診

等
カ

ル
テ

印
刷

経
費

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

児
童

虐
待

防
止

Ｓ
Ｎ

Ｓ
相

談
業

務
委

託

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

子
ど

も
セ

ン
タ

ー
夜

間
休

日
電

話
対

応
業

務
委

託

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

子
ど

も
セ

ン
タ
ー

寝
具

賃
借

料

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

新
型

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
感

染
症

情
報

把
握

・
管

理
支

援
シ

ス
テ

ム
デ

ー
タ

入
力

等
業

務
委

託

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

（
２

）
　

債
務

負
担

行
為

で
翌

年
度

以
降

に
わ

た
る

も
の

に
つ

い
て

の
前

年
度

末
ま

で
の

支
出

額
又

は
支

出
額

の
見

込
み

 及
び

当
該

年
度

以
降

の
支

出
予

定
額

等
に

関
す

る
調

書

（
 １

．
 追

　
加

　
分

 ）
（
単

位
　

千
円

）

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

期
日

前
投

票
所

運
営

業
務

委
託

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

し
み

ん
だ

よ
り

印
刷

経
費

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

職
員

貸
与

被
服

購
入

経
費

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

議
会

だ
よ

り
印

刷
経

費

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

金
額

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

左
の

財
源

内
訳

前
年

度
末

ま
で

の
支

出
（

見
込

）
額

当
該

年
度

以
降

の
支

出
予

定
額

事
項

限
度

額
特

定
財

源
一

般
財

源
期

間
金

額
期

間
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新
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み
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当
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の
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予

定
額

等
に
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調

書
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で
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よ
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度
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額
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出
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地
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そ
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の
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源
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訳

前
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（
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の
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か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
古

市
児

童
館

ほ
か

３
施

設
の

管
理

に
要

す
る

経
費

令
和

５
年

度

令
和

７
年

度

限
度

額

に
同
じ

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
東

里
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
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じ

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
鳥

見
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経
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協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

令
和

５
年

度

西
部

図
書

館
空

調
設

備
賃

借
料

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

公
園

樹
木

剪
定

業
務

委
託

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

学
校

給
食

備
品

等
購

入
経

費

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

新
型

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
感

染
症

発
生

動
向

調
査

等
業

務
委

託

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

河
川

浚
渫

経
費

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

道
路

橋
梁

維
持

補
修

経
費

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

オ
ン

ラ
イ

ン
こ

こ
ろ
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ケ

ア
相

談
業

務
委

託

令
和
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年

度

令
和
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年

度
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型

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
感

染
症

陽
性

者
登

録
セ

ン
タ

ー
運

営
等

業
務

委
託

令
和
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年

度

令
和
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年

度

そ
の

他

左
の
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源

内
訳

前
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の
支

出
（
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当
該
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以
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の
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予

定
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か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
古

市
児

童
館

ほ
か

３
施

設
の

管
理

に
要

す
る

経
費

令
和

５
年

度

令
和

７
年

度

限
度

額

に
同
じ

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
東

里
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同

じ

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
鳥

見
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

令
和

５
年

度

西
部

図
書

館
空

調
設

備
賃

借
料

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

公
園

樹
木

剪
定

業
務

委
託

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

学
校

給
食

備
品

等
購

入
経

費

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

新
型

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
感

染
症

発
生

動
向

調
査

等
業

務
委

託

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

河
川

浚
渫

経
費

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

道
路

橋
梁

維
持

補
修

経
費

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

オ
ン

ラ
イ

ン
こ

こ
ろ

の
ケ

ア
相

談
業

務
委

託

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

新
型

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
感

染
症

陽
性

者
登

録
セ

ン
タ

ー
運

営
等

業
務

委
託

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

そ
の

他
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の
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源
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訳

前
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の
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（
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当
該
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以
降

の
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出
予

定
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項
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金
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か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
梅

園
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同

じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
大

柳
生

老
人

憩
の

家
の

管
理

に
要

す
る

経
費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
古

市
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
狭

川
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
田

原
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同

じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
東

之
阪

老
人

憩
の

家
の

管
理

に
要

す
る

経
費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
横

井
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
杏

中
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
杏

南
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同

じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
八

条
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

限
度

額

に
同
じ

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
登

美
ケ

丘
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

そ
の

他

左
の

財
源

内
訳

前
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度
末
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で
の
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出

（
見
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）
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該
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度

以
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の
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予

定
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項
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か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
梅

園
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同

じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
大

柳
生

老
人

憩
の

家
の

管
理

に
要

す
る

経
費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同

じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
古

市
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
狭

川
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
田

原
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同

じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
東

之
阪

老
人

憩
の

家
の

管
理

に
要

す
る

経
費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同

じ

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
横

井
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
杏

中
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
杏

南
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き
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定

し
た

指
定
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間

中
に
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け

る
管

理
に
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す

る
額
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指
定
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者
に

よ
る

奈
良

市
八
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人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同

じ

限
度

額

に
同

じ

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
登

美
ケ

丘
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

そ
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他

左
の

財
源

内
訳

前
年

度
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の
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出

（
見
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予
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か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

な
ら

工
藝

館
の

管
理

に
要

す
る

経
費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同

じ

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
月

ヶ
瀬

梅
の

資
料

館
ほ

か
３
施

設
の

管
理

に
要

す
る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

７
年

度

限
度

額

に
同

じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

上
深

川
歴

史
民

俗
資

料
館

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
転

害
門

前
観

光
駐

車
場

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

そ
の

他

左
の

財
源

内
訳

前
年

度
末

ま
で
の

支
出

（
見

込
）
額

当
該

年
度

以
降

の
支

出
予

定
額

事
項

限
度

額
特

定
財

源
一

般
財

源
期

間
金

額
期

間
金

額
国

県
支

出
金

地
方

債

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア
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ン
タ
ー

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同

じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
田

原
老

人
軽

作
業

場
の

管
理

に
要

す
る

経
費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同

じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
尾

山
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
桃

香
野

老
人

憩
の

家
の

管
理

に
要

す
る

経
費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
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全
　
額

指
定
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理

者
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の
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理
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か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

な
ら

工
藝

館
の

管
理

に
要

す
る

経
費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同

じ

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
月

ヶ
瀬

梅
の

資
料

館
ほ

か
３
施

設
の

管
理

に
要

す
る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

７
年

度

限
度

額

に
同

じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

上
深

川
歴

史
民

俗
資

料
館

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
転

害
門

前
観

光
駐

車
場

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同

じ

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

そ
の

他

左
の

財
源

内
訳

前
年

度
末

ま
で
の

支
出

（
見

込
）
額

当
該

年
度

以
降

の
支

出
予

定
額

事
項

限
度

額
特

定
財

源
一

般
財

源
期

間
金

額
期

間
金

額
国

県
支

出
金

地
方

債

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア

セ
ン
タ
ー

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同

じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
田

原
老

人
軽

作
業

場
の

管
理

に
要

す
る

経
費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
尾

山
老

人
憩

の
家

の
管

理
に

要
す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
桃

香
野

老
人

憩
の

家
の

管
理

に
要

す
る

経
費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額

に
同
じ

協
定

に
基

づ
き

決
定

し
た

指
定

期
間

中
に

お
け

る
管

理
に

要
す

る
額

全
　
額

指
定

管
理

者
に

よ
る

奈
良

市
石

打
老
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憩

の
家

の
管

理
に
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す

る
経

費

令
和

５
年

度

令
和

９
年

度

限
度

額
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同

じ
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（
３

）
 地

方
債

の
前

前
年

度
末

に
お

け
る

現
在

高
並

び
に

前
年

度
末

及
び

当
該

年
度

末
に

お
け

る
現

在
高

の
見

込
み

に
関

す
る

調
書

（
　

単
位

　
千

円
　

）

補
　

　
　

　
　

　
　

　
正

　
　

　
　

　
　

　
　

前
補

　
　

　
　

　
　

　
　

正
　

　
　

　
　

　
　

　
後

区
分

当
該

年
度

中
増

減
見

込
み

当
該

年
度

中
増

減
見

込
み

 当
該

年
度

末
現

在
高

見
込

額
 当

該
年

度
末

現
在

高
見

込
額

当
該

年
度

中
起

債
見

込
額

当
該

年
度

中
起

債
見

込
額

１
．

普
通

債
7
,5

4
8
,5

0
0

9
4
,7

0
3
,1

3
1

8
,2

6
2
,3

0
0

9
5
,4

1
6
,9

3
1

（
２

）
教

育
2
,6

0
1
,2

0
0

2
6
,8

1
0
,0

9
7

3
,3

1
0
,7

0
0

2
7
,5

1
9
,5

9
7

（
４

）
そ

の
他

1
,8

5
8
,3

0
0

3
3
,3

7
9
,3

6
7

1
,8

6
2
,6

0
0

3
3
,3

8
3
,6

6
7

合
計

1
1
,7

3
0
,5

0
0

1
8
8
,3

4
8
,8

4
4

1
2
,4

4
4
,3

0
0

1
8
9
,0

6
2
,6

4
4
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5
2
,
5
1
1
,
4
8
7

3
8
,
2
7
5

2
,
5
4
9
,
7
6
2

6
3
6
,
9
7
0

2
1
,
0
8
4

5
8
,
0
5
4

3
6
,
7
3
6
,
9
7
0

5
9
,
3
5
9

3
6
,
7
9
6
,
3
2
9

繰
入

金

繰
越

金

歳
　

　
入

　
　

合
　

　
計

2
.
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
(
1
)
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
歳

入
歳

出
補

正
予

算
事

項
別

明
細

書
（

第
２

号
）

１
．

総
括

（
　

歳
　

入
　
）

（
単

位
：

千
円

）

款
補

正
前

の
額

補
正

額
計
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（
　

歳
　

出
　

）

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

7
諸

支
出

金
7
6
,
8
3
3

5
9
,
3
5
9

1
3
6
,
1
9
2

5
9
,
3
5
9

3
6
,
7
3
6
,
9
7
0

5
9
,
3
5
9

3
6
,
7
9
6
,
3
2
9

5
9
,
3
5
9

繰
入

金
3
8
,
2
7
5

繰
越

金
2
1
,
0
8
4

（
　

歳
　

出
　
）

（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

一
　
般
　
財
　
源

歳
　
　
出
　
　
合
　
　
計

一
般

財
源

内
訳
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区
　

　
分

金
　

　
額

節
（

単
位

：
千

円
）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

第
５

款
繰

入
金

第
２

項
基

金
繰

入
金

２
．

歳
入

1
基

金
繰

入
金

－
3
8
,
2
7
5

3
8
,
2
7
5

国
民

健
康

保
険

3
8
,
2
7
5

1
国

民
健

康
保

険
財

政
調

整
基

金
繰

入
金

財
政

調
整

基
金

繰
入

金

計
－

3
8
,
2
7
5

3
8
,
2
7
5

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計
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説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

区
　

　
分

金
　

　
額

節
（

単
位

：
千

円
）

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

第
６

款
繰

越
金

第
１

項
繰

越
金

1
繰

越
金

3
6
,
9
7
0

2
1
,
0
8
4

5
8
,
0
5
4

繰
越

金
2
1
,
0
8
4

1
歳

計
剰

余
繰

越
金

2
1
,
0
8
4

5
8
,
0
5
4

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

計
3
6
,
9
7
0
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目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

３
．

歳
 
出

第
７

款
諸

支
出

金
第

１
項

還
付

及
び

還
付

加
算

金

（
単

位
：

千
円

）

9
6
,
3
2
9

2
償

還
金

3
6
,
9
7
0

5
9
,
3
5
9

5
9
,
3
5
9

一
般

財
源

2
2

償
還

金
利

子
及

5
9
,
3
5
9

国
民

健
康

保
険

償
還

金
び

割
引

料

計
7
6
,
3
3
3

5
9
,
3
5
9

1
3
5
,
6
9
2

0
特

定
財

源

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

5
9
,
3
5
9

一
般

財
源
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（
　
歳
　
出
　
）

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

1
西

大
寺

駅
南

地
区

土
地

区
画

整
理

事
業

費
2
5
1
,
7
6
0

△
2
,
3
0
3

2
4
9
,
4
5
7

△
2
,
3
0
3

2
Ｊ

Ｒ
奈

良
駅

南
地

区
土

地
区

画
整

理
事

業
費

2
8
4
,
0
9
0

2
,
3
0
3

2
8
6
,
3
9
3

2
,
3
0
3

1
,
0
7
4
,
0
0
0

－
1
,
0
7
4
,
0
0
0

－

(
1
)
土

地
区

画
整

理
事

業
特

別
会

計
歳

出
補

正
予

算
事

項
別

明
細

書
（

第
１

号
）

3
.
土

地
区

画
整

理
事

業
特

別
会

計

１
．

総
括 歳

　
　

出
　

　
合

　
　

計

款
補

正
前

の
額

補
正

額
計

補
　

正
　

額
　

の
　

財
　

源
　

内
　

訳

特
　

　
定

　
　

財
　

　
源

一
　

般
　

財
　

源

（
　
歳
　
出

　
）

（
単

位
：

千
円

）
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目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
　

正
　

額
　

の
財

　
源

　
内

　
訳

２
．

歳
 
出

第
１

款
西

大
寺

駅
南

地
区

土
地

区
画

整
理

事
業

費
第

１
項

西
大

寺
駅

南
地

区
土

地
区

画
整

理
事

業
費

（
単

位
：

千
円

）

2
4
9
,
4
5
7

1
西

大
寺

駅
南

地
2
5
1
,
7
6
0

△
2
,
3
0
3

△
2
,
3
0
3

一
般

財
源

2
給

料
△

1
,
0
0
0

職
員

給
与

費
等

区
土

地
区

画
整

理
事

業
費

3
職

員
手

当
等

△
1
,
3
0
3

計
2
5
1
,
7
6
0

△
2
,
3
0
3

2
4
9
,
4
5
7

0
特

定
財

源
△

2
,
3
0
3

一
般

財
源

土
地

区
画

整
理

事
業

特
別

会
計
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目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

節

説
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

分
金

　
　

額

補
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奈良市議案第９９号

奈良市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について

　奈良市個人情報の保護に関する法律施行条例を次のように制定しようとする。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市個人情報の保護に関する法律施行条例

　（趣旨）

第�１条　この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法�

」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　（定義）

第�２条　この条例において「実施機関」とは、市長、公営企業管理者、消防長、教育委員

会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

をいう。

２�　前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法及び個人情報の保

護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号。第６条第２項において「令」とい

う。）において使用する用語の例による。

　（開示請求の手続）

第�３条　開示請求書には、法第７７条第１項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める

事項を記載するものとする。

　（開示決定等の期限）

第�４条　開示決定等は、開示請求があった日から１４日以内に行わなければならない。た

だし、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した

日数は、当該期間に算入しない。

２�　前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があると

きは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合におい

て、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面に
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より通知しなければならない。

　（開示決定等の期限の特例）

第�５条　開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から

４４日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が

生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る

保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人

情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機

関は、同条第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面によ

り通知しなければならない。

　⑴　この条の規定を適用する旨及びその理由

　⑵　残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

　（開示請求に係る手数料等）

第�６条　法第８９条第２項の規定により納めなければならない手数料は、無料とする。

２�　法第８７条第１項の規定による写しの交付（開示される保有個人情報が電磁的記録（

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録をいう。以下同じ。）に記録されている場合において実施機関が定める開示の

実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製

したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。）により保有個人情報の

開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写し

の交付を令第２８条第４項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要す

る費用についても、同様とする。

　（訂正請求の手続）

第�７条　訂正請求書には、法第９１条第１項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める

事項を記載するものとする。

　（利用停止請求の手続）

第�８条　利用停止請求書には、法第９９条第１項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定

める事項を記載するものとする。

　（個人情報保護審議会）

第�９条　次に掲げる事務を行うために、奈良市個人情報保護審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。
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　⑴�　行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８１条第１項の規定による機関とし

て、法第１０５条第３項において読み替えて準用する同条第１項の規定による諮問に

応じ審査請求について調査審議すること。

　⑵　次に掲げる事項について実施機関の諮問に応じ調査審議すること。

　　ア　この条例の改正又は廃止に関すること。

　　イ　法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準に関すること。

　　ウ　実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則に関すること。

　⑶�　特定個人情報保護評価に関する規則（平成２６年特定個人情報保護委員会規則第１

号）第７条第４項の規定による意見の求めに対し、調査審議し、意見を述べること。

２　審議会は、委員５人以内で組織する。

３　委員は、個人情報の保護に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

４�　委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は

、前任者の残任期間とする。

５�　委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす

る。

６�　第２項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項

は、市長が規則で定める。

　（審議会の調査権限）

第�１０条　審議会は、審査請求に係る事件に関し調査審議を行うため必要があると認める

ときは、処分庁等（開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂

正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る実施機関をいう。以下この条において

同じ。）に対し、保有個人情報（開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保

有個人情報をいう。以下この項及び第３項において同じ。）の提示を求めることができ

る。この場合において、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を

求めることができない。

２�　処分庁等は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではなら

ない。

３�　審議会は、審査請求に係る事件に関し調査審議を行うため必要があると認めるときは

、処分庁等に対し、保有個人情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整

理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。
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４�　第１項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請

求人、参加人又は処分庁等（以下「審査請求人等」という。）に意見書又は資料の提出

を求めること、適当と認める者にその把握している事実を陳述させることその他必要な

調査をすることができる。

　（意見の陳述）

第�１１条　審議会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で

意見を述べる機会を与えなければならない。

２�　前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人ととも

に出頭することができる。

　（意見書等の提出）

第�１２条　審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。た

だし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に

これを提出しなければならない。

　（提出資料の写しの送付）

第�１３条　審議会は、第１０条第３項若しくは第４項又は前条の規定による意見書又は資

料（以下「提出資料等」という。）の提出があったときは、当該提出資料等の写し（電

磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面）を当該提出資

料等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三

者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この

限りでない。

２�　審議会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る提出資料等

を提出した審査請求人等の意見を聴くものとする。ただし、審議会がその必要がないと

認めるときは、この限りでない。

　（調査審議手続の非公開）

第�１４条　審議会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

　（答申書の送付等）

第�１５条　審議会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審

査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

　（運用状況の公表）

第�１６条　市長は、毎年１回、各実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまと
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め、公表するものとする。

　（委任）

第１７条　この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

　（罰則）

第�１８条　第９条第５項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は

５０万円以下の罰金に処する。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和５年４月１日から施行する。

　（奈良市個人情報保護条例及び奈良市特定個人情報保護条例の廃止）

２　次に掲げる条例は、廃止する。

　⑴　奈良市個人情報保護条例（平成２１年奈良市条例第５１号）

　⑵　奈良市特定個人情報保護条例（平成２７年奈良市条例第３０号）

　（経過措置）

３�　次に掲げる者に係る前項第１号の規定による廃止前の奈良市個人情報保護条例（以下

「旧個人情報保護条例」という。）第１１条に規定する事務若しくは業務に関して知り

得た又は旧個人情報保護条例第１２条に規定する職務上知り得た旧個人情報保護条例第

２条第２号に規定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）の内容を正当な理由な

く他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施

行後も、なお従前の例による。

　⑴�　この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第２条第１号に規定する実施機関（以

下「旧実施機関」という。）の職員である者又はこの条例の施行の日（以下「施行日

」という。）前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに

従事していた者

　⑵�　この条例の施行の際現に旧実施機関から委託を受けた旧個人情報の取扱いを伴う事

務若しくは指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事している者又は施行日

前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報の取扱いを伴う事務若しくは指定

管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

４�　施行日前に旧個人情報保護条例第１４条、第２７条第１項若しくは第２項又は第３４

条第１項若しくは第２項の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例第
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２条第４号に規定する保有個人情報（附則第６項において「旧保有個人情報」という。

）の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

５�　次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有してい

た個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報保護条例第２条第５号に規定する個

人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条例

の施行後に提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。

　⑴�　この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機

関の職員であった者

　⑵　附則第３項第２号に掲げる者

６�　前項各号に掲げる者が、その事務又は業務に関して知り得た施行日前において旧実施

機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な

利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰

金に処する。

７�　旧個人情報保護条例の廃止前に行った旧個人情報保護条例の規定に違反する行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例による。

８�　この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第４３条第１項の規定により設置された

奈良市個人情報保護審議会（以下「旧審議会」という。）の委員である者は、施行日に

第９条第３項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該委員の

任期は、旧審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

９�　この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又は施行日前において旧審議会の委

員であった者に係る旧個人情報保護条例第４３条第５項の規定による職務上知り得た秘

密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

１�０　施行日前に旧個人情報保護条例第４１条第１項の規定により、旧審議会に諮問され

た事項は、第９条第１項の規定により設置された審議会に諮問されたものとみなし、当

該諮問に係る調査審議については、旧個人情報保護条例第４４条から第４９条までの規

定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

１�１　附則第９項に規定する者が、施行日前に旧個人情報保護条例第４３条第５項の規定

による職務上知り得た秘密を、この条例の施行後に漏らしたときは、１年以下の懲役又

は５０万円以下の罰金に処する。

１�２　次に掲げる者に係る附則第２項第２号の規定による廃止前の奈良市特定個人情報保
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護条例（以下「旧特定個人情報保護条例」という。）第１２条（旧特定個人情報保護条

例第１３条第２項において準用する場合を含む。）に規定する事務若しくは業務に関し

て知り得た又は旧特定個人情報保護条例第１４条に規定する職務上知り得た旧特定個人

情報保護条例第２条第３号に規定する特定個人情報（以下「旧特定個人情報」という。

）の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務に

ついては、なお従前の例による。

　⑴�　この条例の施行の際現に旧特定個人情報保護条例第２条第１号に規定する実施機関

（以下この号及び次号において「旧特定個人情報保護条例実施機関」という。）の職

員である者又は施行日前において旧特定個人情報保護条例実施機関の職員であった者

のうち、旧特定個人情報の取扱いに従事していた者

　⑵�　この条例の施行の際現に旧特定個人情報保護条例実施機関から委託を受けた旧特定

個人情報の取扱いを伴う事務若しくは指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に

従事している者又は施行日前において旧特定個人情報保護条例実施機関から委託を受

けた旧特定個人情報の取扱いを伴う事務若しくは指定管理者が管理する公の施設の管

理の業務に従事していた者

１�３　施行日前に旧特定個人情報保護条例第１６条、第２８条第１項若しくは第２項又は

第３５条第１項若しくは第２項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報

保護条例第２条第４号に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止について

は、なお従前の例による。

１�４　施行日前に旧特定個人情報保護条例第４２条第１項の規定により、旧審議会に諮問

された事項は、第９条第１項の規定により設置された審議会に諮問されたものとみなし

、当該諮問に係る調査審議については、旧特定個人情報保護条例第４４条において準用

する旧個人情報保護条例第４４条から第４９条までの規定は、この条例の施行後も、な

おその効力を有する。

　（奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正）

１�５　奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年奈良

市条例第８５号）の一部を次のように改正する。

　�　第７条第２項中「奈良市個人情報保護条例（平成２１年奈良市条例第５１号）第１１

条並びに奈良市特定個人情報保護条例（平成２７年奈良市条例第３０号）第１２条及び

第１３条」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６条及び
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第６７条」に改める。

　（提案理由）

　個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、個人情報保護制度が全国的に統一化さ

れることから、現行条例を廃止し、新たに法の施行に必要な事項を定めようとするもので

ある。
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奈良市議案第１００号

奈良市手数料条例の一部改正について

　奈良市手数料条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市手数料条例の一部を改正する条例

　奈良市手数料条例（平成１２年奈良市条例第４号）の一部を次のように改正する。

　別表第７６の２０項の次に次のように加える。

７ ６ の

２１

建築計画概要

書等の写し交

付手数料

建築基準法施行規則（昭和２５年建

設省令第４０号）第１１条の３第１

項各号に掲げる書類及び道路位置指

定概要書の写しの交付

１件につき

３００円

　別表備考第１１項及び第１２項中「（当該建築物が共同住宅である場合において、建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第２条第１項第２号に規定するエネルギー消

費性能の評価に際し共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定していないときは、当該

共用部分の床面積を除いた床面積）」を削る。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第７６の２０項の次に次のように加

える改正規定は、令和５年４月１日から施行する。

　（提案理由）

　建築計画概要書等の検索システムを導入することに伴い、受益者負担の観点から、建築

計画概要書等の写しの交付手数料を新設するとともに、関係省令の改正が行われたことに

伴い、共同住宅における低炭素建築物新築等計画の認定及び変更の認定に係る算定方法の

改定を行おうとするものである。
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奈良市議案第１０１号

奈良市子ども医療費の助成に関する条例等の一部改正について

　奈良市子ども医療費の助成に関する条例等の一部を次のように改正しようとする。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市子ども医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例

　（奈良市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正）

第�１条　奈良市子ども医療費の助成に関する条例（昭和４８年奈良市条例第３号）の一部

を次のように改正する。

　　第１条の２を次のように改める。

　　（定義）

　第�１条の２　この条例において「子ども」とは、１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者をいう。

　�　第３条の２第２項中「乳幼児」を「１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある者」に改める。

　（奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正）

第�２条　奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例（昭和４８年奈良市条例第４号

）の一部を次のように改正する。

　　第３条の２第２項中「６歳」を「１５歳」に改める。

　（奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正）

第�３条　奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例（昭和４７年奈良市条例第１２号）

の一部を次のように改正する。

　　第３条の２第２項中「６歳」を「１５歳」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１�　この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
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定める日から施行する。

　⑴�　第１条中奈良市子ども医療費の助成に関する条例第１条の２の改正規定　令和５年

４月１日（以下「第１号施行日」という。）

　⑵�　第１条中奈良市子ども医療費の助成に関する条例第３条の２第２項の改正規定並び

に第２条及び第３条の規定　令和５年６月１日（以下「第２号施行日」という。）

　（実施のための準備）

２�　この条例による改正後の奈良市子ども医療費の助成に関する条例第１条の２の規定に

より新たに同条の規定の適用を受けることになる者に係る医療費の助成に関し必要な行

為は、第１号施行日前においても行うことができる。

３�　この条例による改正後の奈良市子ども医療費の助成に関する条例第３条の２第２項、

奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第３条の２第２項及び奈良市心身障害

者医療費の助成に関する条例第３条の２第２項の規定により新たにこれらの規定の適用

を受けることになる者に係る医療費の助成に関し必要な行為は、第２号施行日前におい

ても行うことができる。

　（経過措置）

４�　この条例による改正後の奈良市子ども医療費の助成に関する条例第１条の２の規定は

、第１号施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、第１号施行日

前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

５�　この条例による改正後の奈良市子ども医療費の助成に関する条例第３条の２第２項、

奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第３条の２第２項及び奈良市心身障害

者医療費の助成に関する条例第３条の２第２項の規定は、第２号施行日以後に行われた

医療に係る医療費の助成について適用し、第２号施行日前に行われた医療に係る医療費

の助成については、なお従前の例による。

　（提案理由）

　子ども医療費の助成の対象を拡大し、併せて現物給付方式による子ども医療費等の助成

の対象を拡大するため所要の規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第１０２号

奈良市男女共同参画センター条例の一部改正について

　奈良市男女共同参画センター条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例

　奈良市男女共同参画センター条例（平成１４年奈良市条例第３３号）の一部を次のよう

に改正する。

　第�２条の表中「奈良市西之阪町１２番地」を「奈良市杉ヶ町２３番地」に改める。

　第３条第１項中第１号及び第２号を削り、第３号を第１号とし、第４号を削り、第５号

を第２号とし、第６号を第３号とし、同条の次に次の３条を加える。

　（指定管理者）

第�３条の２　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、次に掲げるセンターの管理に関する業務を同項に規定する指定管理者（以下「指定

管理者」という。）に行わせるものとする。

　⑴　前条第１項に規定する事業の実施に関すること。

　⑵　センターの使用承認及び使用制限に関すること。

　⑶�　センターの施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の維持管理に関すること

。

　⑷　その他市長が定めること。

２�　指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところにより、センターを管

理しなければならない。

　（開館時間）

第３条の３　センターの開館時間は、午前９時から午後９時までとする。

２�　前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認める場合は、あらかじめ市

長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
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　（休館日）

第３条の４　センターの休館日は、次のとおりとする。

　⑴　月曜日

　⑵　国民の祝日（月曜日に当たるときは、その翌日）

　⑶�　その前日及び翌日が国民の祝日である日（日曜日、月曜日又は火曜日に当たる日を

除く。）

　⑷　１２月２７日から翌年１月５日まで

２�　前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認める場合は、あらかじめ市

長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる

。

　第４条第１項及び第２項中「市長」を「指定管理者」に改め、同条第３項中「市長」を

「指定管理者」に改め、同項第２号中「施設又は附属設備（以下「施設等」という。）を

き損」を「施設等を毀損」に改める。

　第５条第１項中「市長」を「指定管理者」に改め、同条第２項中「市」の次に「及び指

定管理者」を加える。

　第１０条第１項中「利用」を「使用」に、「き損」を「毀損」に改める。

　第１２条中「利用」を「使用」に改め、同条第１号中「き損」を「毀損」に改める。

　第１３条中「市長」を「指定管理者」に改める。

　別表を次のように改める。

別表（第４条・第６条関係）

会議室使用料

区分

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
９：００

～
１２：００

１３：００
～

１７：００

１８：００
～

２１：００

９：００
～

１７：００

１３：００
～

２１：００

９：００
～

２１：００

会議室

独占
使用

円

９００

円

１，２００

円

９００

円

２，１００

円

２，１００

円

３，０００

部分
使用

４５０ ６００ ４５０ １，０５０ １，０５０ １，５００

備考

－125－



　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和５年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２�　この条例の施行の日前に市長が行った奈良市男女共同参画センターの使用承認及び市

長に対して行われた当該使用承認の申請は、同日以後においては、指定管理者が行った

奈良市男女共同参画センターの使用承認及び指定管理者に対して行われた当該使用承認

の申請とみなす。

　（提案理由）

　男女共同参画センターを移転するほか、指定管理者制度を導入するに当たり、所要の改

正を行おうとするものである。

１　「部分使用」とは、床面積の２分の１以下を使用する場合をいう。
２�　使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間１時間（１時間未満は
、１時間とする。）につき、独占使用については３００円、部分使用については１５０円と
する。

３�　指定管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、使用時間の区分を分割して使用�
することができる。この場合における使用料は、１時間（１時間未満は、１時間とする。）�
につき、独占使用については３００円、部分使用については１５０円とする。

４�　使用者の過半数が次に掲げる者以外の者である場合の使用料は、規定の使用料の額
の２倍に相当する額とする。

　⑴　市内に住所を有する者
　⑵　市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
　⑶　市内に存する学校に在学する者
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奈良市議案第１０３号

奈良市消防団条例の一部改正について

　奈良市消防団条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市消防団条例の一部を改正する条例

　奈良市消防団条例（平成１２年奈良市条例第２０号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項中「１，０３０人」を「１，２３０人」に改める。

　第１０条中「水火災その他の災害」を「災害（水火災、地震等の災害をいう。以下同じ

。）」に改める。

　第１２条第１号中「水火災その他の災害」を「災害」に改める。

　第１３条に次の１項を加える。

５�　団員が災害、訓練等に出動したときは、別表第２に定める額を出動報酬として支給す

る。

　第１４条第１項を削り、同条第２項を同条とする。

　第１５条第１項中「及び費用弁償」を削り、同項ただし書を削り、同条第２項中「前項

」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２�　費用弁償は、その旅行の都度支給する。

　別表第２中「第１４条関係」を「第１３条関係」に、「出動時費用弁償額」を「出動報

酬額」に、「１回当たりの費用弁償額」を「１日当たりの出動報酬額」に改め、同表水火

災の項中「水火災」を「災害」に、「４，０００」を「８，０００」に改め、同項の次に

次のように加える。

　別表第２警戒の項中「３，０００」を「６，０００」に改め、同表訓練の項中「２，５�

００」を「５，０００」に改め、同表機械器具点検の項及びその他の項中「２，０００」

人命捜索 ８，０００
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を「４，０００」に改め、同表備考を次のように改める。

　備考�　１日の出動時間が４時間未満のときの出動報酬額は、１日当たりの出動報酬額に

２分の１を乗じて得た額とする。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和５年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２�　この条例による改正後の奈良市消防団条例第１３条及び別表第２の規定は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後に生じた災害等に係る出動について適用し

、施行日前に生じた災害等に係る出動については、なお従前の例による。

　（提案理由）

　地域支援消防分団を創設することに伴い消防団員の定員を増員するほか、報酬を改定し、

消防団員の処遇を改善しようとするものである。
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奈良市議案第１０４号

奈良市立高等学校等における授業料等に関する条例
の一部改正について

　奈良市立高等学校等における授業料等に関する条例の一部を次のように改正しようとす

る。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市立高等学校等における授業料等に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市立高等学校等における授業料等に関する条例（昭和６１年奈良市条例第９号）の

一部を次のように改正する。

　第３条第２項中「各期」を「入学料及び各期」に改め、同条第３項を削り、同条第４項

を同条第３項とする。

　　　附　則

　この条例は、令和５年４月１日から施行する。

　（提案理由）

　一条高等学校の入学料について、口座振替による徴収を行うため、所要の改正を行おう

とするものである。
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奈良市議案第１０５号

奈良市公民館条例の一部改正について

　奈良市公民館条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市公民館条例の一部を改正する条例

　奈良市公民館条例（昭和３９年奈良市条例第１３号）の一部を次のように改正する。

　別表の１の表生涯学習センターの部ビデオ編集室の項を次のように改める。

　　　附　則

　この条例は、令和５年４月１日から施行する。

　（提案理由）

　生涯学習センターの施設について、有効利用を促進し、利用者の便に供するため所要の

改正を行おうとするものである。

会議室 １，１４０ １，５２０ １，１４０
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奈良市議案第１０６号

工事請負契約の締結について

　一条中高一貫校校舎改築その他工事について、次のとおり工事請負契約を締結するもの

とする。

　ただし、設計変更に伴い必要があるときは、請負金額の５パーセント以内において変更

することができる。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　契 約 の 目 的　　一条中高一貫校校舎改築その他工事

２　契 約 の 方 法　　一般競争入札

３　契 約 金 額　　３，１８３，２９０，０００円

４　契約の相手方　　奈良市高天町４３番地１

　　　　　　　　　　ＲＥＢＡＮＧＡ近鉄奈良駅高天町ビル３０１

　　　　　　　　　　�一条中高一貫校校舎改築その他工事村本・三和特定建設工事共同企

業体

　　　　　　　　　　　代表者　村本建設株式会社奈良営業所

　　　　　　　　　　　　　　　　所長　原田　徹雄

　　　　　　　　　　　　　　　三和建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　小林　伸嘉

�
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一条中高一貫校校舎改築その他工事の概要

１．工事場所　　奈良市法華寺町１３５１番地

２．工事規模

　（１）建築主体工事　　　一式

　　　　　校舎増築工事

　　　　　　　構造階数　鉄筋コンクリート造　４階建

　　　　　　　延床面積　７，１６７．３０㎡（付属棟６．７４㎡鉄骨造平屋建含む）

　　　　　既存校舎改修工事

　　　　　　　延床面積　４，５５０．７９㎡

　（２）解体撤去工事　　　一式

　（３）電気設備工事　　　一式

　（４）機械設備工事　　　一式

　（５）昇降機設備工事　　一式

３．工　　期　　契約の日から令和７年２月２８日まで
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奈良市議案第１０７号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお�

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

２　指定管理者の所在地及び名称

　　奈良市杉ヶ町２３番地

　　　公益財団法人奈良市生涯学習財団

　　　理事長　西谷　忠雄

３　指定管理者の指定の期間

　　令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市児童館条例第３条に規定する事業の実施に関すること。

　⑵　児童館の使用承認及び使用制限に関すること。

　⑶　児童館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑷　その他市長が定めること。

名　　　　　称 所　　在　　地

奈良市古市児童館 奈良市古市町１２６３番地

奈良市横井児童館 奈良市横井五丁目３３７番地の２

奈良市東之阪児童館 奈良市川上町４６１番地の１

奈良市大宮児童館 奈良市西之阪町５番地の１
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奈良市議案第１２５号

公の施設の指定管理者の指定について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、次のとお

り公の施設の指定管理者を指定したいので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　指定管理者を指定する公の施設

　　奈良市法蓮町１７０２番地の１

　　　奈良市ボランティアセンター

２　指定管理者の所在地及び名称

　　奈良市杏町７９番地の４

　　　社会福祉法人奈良市社会福祉協議会

　　　会長　福井　重忠

３　指定管理者の指定の期間

　　令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで

４　指定管理者が行う業務の範囲

　⑴　奈良市ボランティアセンター条例第２条の２に規定する事業の実施に関すること。

　⑵　奈良市ボランティアセンターの使用承認及び使用制限に関すること。

　⑶　奈良市ボランティアセンターの施設及び附属設備の維持管理に関すること。

　⑷　その他市長が定めること。
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奈良市議案第１３１号

固定資産評価員の選任について

　固定資産評価員として、次の者を選任いたしたいので、地方税法第４０４条第２項の規

定により議会の同意を求める。

　　令和４年１１月３０日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　　　　　住　所　　

　　　　　　　氏　名　　吉
よし

　村
むら

　　啓
ひろ

　信
のぶ
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履　　　歴　　　書

　　　　　　　氏　　名　　　吉　村　　啓　信

　　　　　　　生年月日　　　

　　　　　　　現 住 所　　　

学　　　　　　　歴

　　　　　　　 　　

職　　　　　　　歴
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